
 
 

身体・知的障害者相談支援部会 実績報告  

（令和６年 11 月末現在） 

 

１ 部会の開催について 

  令和６年度 ２回開催（予定） 

（１）第１回 令和６年９月 12 日 

   ・基幹相談支援センターの実績報告 

・相談支援専門員と基幹相談支援センターについて 

・「緊急時」「親亡き後」に備えて 

（２）第２回 令和７年３月（予定） 

・「緊急時」「親亡き後」に備えて調査報告 

・主任相談支援専門員の役割及び加算等について 

 

２ 部会員の構成（身体・知的障害者相談支援部会員一覧のとおり） 

  区職員９人、障害者施設法人代表者７人 

 

３ 実績内容 

（１）相談支援事業所の指定種別及び登録相談支援専門員数 

 

 

 

 

 

 

 

（２）障害者基幹相談支援センターについて 

相談支援専門員及び基幹相談支援センター各々の役割を確認するとともに、連携や 

伴走支援のより良い在り方について検討を行っている。また、引き続き、コーディ

ネート機能・家族支援・地域の相談支援体制の強化を行っている。 

   ①相談支援専門員と基幹相談支援センター 別紙１ 

   ②葛飾区基幹相談支援センター相談実績  別紙２ 

 

 

（３）障害者基幹相談支援センターの一部業務委託 

社会福祉法人武蔵野会が委託先となり、下記業務を委託する。 

   契約の履行期間 令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 

       ①相談支援事業所に対する研修及び医療連携関係者研修の実施 別紙３ 

    ②サービス等利用計画や個別支援に係る専門的指導助言  1 件 

    ③東京都相談支援従事者等研修に係る対応  現任研修…24 名 

                        初任者研修…15 名（予定）    

 

相談支援事業所数 
特定相談支援事業所 40 

（うち、障害児相談支援の指定があるもの） 15 

相談支援専門員数 

区事業所 11 

民間事業所 73 （うち主任 6 名） 

合計 84 名 
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Ｒ７.１.２０　資料２
障害者施策推進協議会



相談支援専門員と基幹相談支援センター 

 

  相談支援事業 

  ■平成 24 年、サービス等利用計画の対象者が大幅に拡大され、相談支援の充実が図られた。 

  ■平成 30 年、地域での指導的役割を担い、相談支援の中核的な人材である主任相談支援専門員

が創設された。 

  ■令和５年、相談支援体制を強化するため、葛飾区基幹相談支援センターを設置した。 

 

 

  地域生活支援拠点 

  ■相談支援の中心的な担い手 

計画相談支援を利用している場合 ＝相談支援専門員 

      〃   利用していない場合＝基幹相談支援センター・区職員 

  ■緊急時の対応は迅速性が求められるため、相談支援専門員をサポートする機能が必要 

 

 

  葛飾区障害者施策推進計画 

  ■地域での生活を支えていくための相談支援は、障害のある方や世帯状況を把握している相談 

支援専門員が中心となります。 

  ■しかし、医療的ケア児や重複障害者等への支援、家族介護者支援や障害児の兄弟姉妹等を含

めたヤングケアラーなどの新たな課題、多様化・複雑化する課題を抱える世帯への支援は、専

門的な支援が必要であり、相談支援専門員をサポートする体制が必要です。 

  ■令和５年４月、障害福祉課に基幹相談支援センターを設置し、より包括的に相談を受けられ

るようにしました。 

 

 

●主任相談支援専門員の役割● 

・相談支援従事者に対する資質向上のための取組＝人材育成に携わる 

・相談支援従事者に対する実地教育（ＯＪＴ）   

・相談機関同士の連携強化（ネットワークづくり）の取組 

   ⇒“かねっと”等を活用して実施  

別紙１ 
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相談支援専門員と基幹相談支援センターの役割 

 

本人（・家族） 相談支援専門員

関係機関 基幹相談支援センター

伴走支援（訪問同行や担当者会議など） 
◎情報の共有 
◎関係機関との調整 
◎必要となる手続きや措置 

人材育成（委託事業） 
◎専門的な研修 
◎個別の指導助言、スーパーバイズ 
◎相談支援従事者研修における実習対応 

サ
ポ
ー
ト 

基本情報
（相談支援専門員）

基本情報

（障害福祉課）

基本情報

（関係機関）

日頃からの取組 

★基本情報（世帯情報）の事前把握 

 ・既存の情報や仕組みを活用（緊急一時登録情報など） 

 ・福祉サービス事業所の情報 

★緊急時や親亡き後を考える 

 ・短期入所やレスパイトによる体験 

 ・福祉サービス等の利用 
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別
紙

２
障

害
者

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

　
総

計
（
令

和
６

年
４

月
１

日
～

11
月

30
日

時
点

）

身
体

52
件

30
%

愛 41
件

24
%

精
神

12
件 7%

無
・
不
明

68
件

39
%

手
帳
所
持

電
話

12
3件 71
%

窓
口

50
件

29
%訪
問

0件 0%

受
付
方
法

本
人

44
件

25
%

家
族

64
件

37
%

関
係
機
関

53
件

30
%

そ
の
他

13
件

8%

相
談
者

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

受
付

と
し

て
は

、

電
話

で
の

相
談

受
付

が
最

も
多

い
。

相
談

者
は

家
族

か
ら

の
相

談
が

最
も

多
く
、

次
い

で
関

係
機

関
か

ら

の
相

談
、

本
人

か
ら

の
相

談
で

あ

る
。

【
主

な
関

係
機

関
】

〇
西

・
東

生
活

課

〇
医

療
機

関

〇
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

相
談

対
象

者
の

手
帳

所

持
は

、
身

体
が

最
も

多

い
。 無

・
不

明
が

多
い

理
由

は
、

不
安

解
消

の
た

め
の

相
談

な
ど

初
回

相
談

で
聞

き
取

り
づ

ら
い

場
合

が
あ

る
こ

と
が

理
由

と
し

て
考

え

ら
れ

る
。

手
帳

取
得

後
に

利
用

で
き

る

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

の
相

談
や

今
後

の
生

活
を

送
る

上
で

の
不

安
に

関
す

る
相

談
が

多
く
寄

せ
ら

れ
て

い
る

。

必
要

に
応

じ
て

、
関

係
機

関
に

繋
い

で
い

る
。

（１
）

（
３

）

（２
）

26

9101112

32

4141

43

67
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そ
の
他

医
療

余
暇
活
動
・
…

権
利
擁
護

経
済

児
童
福
祉
法
…

生
活

不
安
解
消

障
害
者
手
帳

総
合
支
援
法

相
談
内
容

※
重
複
あ
り

（４
）
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１
０
代
未

満
…

１
０
代

17
件

13
%

２
０
代

12
件 9%

３
０
代

7件 5%

４
０
代

11
件 8%

５
０
代

23
件

17
%

６
０
代

29
件

21
%

７
０
代

7件 5%

８
０
代

5件 4%

９
０
代
以
上

2件 2%

相
談
対
象
年
代

継
続

45
件

26
%

終
了

11
4件 65
%

引
継
ぎ

15
件 9%

今
後
の
対
応

今
後

の
対

応
と

し
て

は
、

電
話

、
窓

口
に

て
対

応
終

了
が

７
割

近
く
を

占
め

て

い
る

。

理
由

と
し

て
あ

げ
ら

る
の

は
２

点
で

あ
る

。

○
一

般
的

な
相

談
で

終
了

と
な

る
場

合
（総

合
支

援

法
、

児
童

福
祉

法
サ

ー
ビ

ス
の

申
請

、
利

用
方

法
の

案
内

）

○
不

安
を

窓
口

や
電

話
で

話
を

し
た

結
果

、
解

消
し

た

場
合

。

○
10

代
未

満
～

10
代

は
主

に
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

サ
ー

ビ
ス

相
談

が
多

い
。

○
50

代
以

降
は

、
障

害
者

手
帳

取
得

後
の

サ
ー

ビ
ス

利
用

相
談

（
総

合
支

援
法

、

障
害

者
控

除
、

手
当

等
）が

多
い

。

※
相

談
対

象
者

年
代

は
実

際
に

電
話

、
窓

口
に

て
聞

き

取
れ

た
場

合
の

た
め

、
実

際
の

数
と

は
異

な
る

場
合

が
あ

る
。

（５
）

（６
）
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相
談
支
援
事
業
所
に
対
す
る
研
修
及
び
医
療
連
携
研
修

研
修
会

日
時

講
師

研
修
内
容

ね
ら
い

参
加

人
数

第
一
回

「
事
業
所
自
己
紹
介
」
4/
22
（
月
）

13
：
30
〜
15
：
30

な
し

各
相
談
支
援
事
業
所
よ
り
自
己
紹
介

困
り
ご
と
の
共
有

相
談
員
同
士
の
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り

に
繋
げ
て
い
く
。

39
名

第
二
回

「
Q＆

A〜
書
類
作
成

か
ら
日
々
の
業
務
ま

で
」

5/
28
（
火
）

13
：
30
〜
15
：
30

な
し

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
困
り
ご
と
や
不
安
な
ど

に
つ
い
て
話
し
合
い
、
他
グ
ル
ー
プ
や
基
幹

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
Q＆

Aを
お
こ
な
う

経
験
年
数
や
専
門
分
野
な
ど
様
々
な
相
談

員
同
士
で
問
題
を
共
有
し
な
が
ら
、
問
題

に
対
す
る
考
え
方
や
取
り
組
み
方
を
学
ぶ

機
会
と
す
る
。

38
名

令
和
6年

度
 
実
績
と
今
後
の
予
定

第
三
回

事
例
検
討
「
複
雑
な
家

庭
へ
の
連
携
支
援
」

６
/1
8（

火
）

13
：
30
〜
15
：
30

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て

く
ら
し
の
ま
る
ご
と
相
談

課
 
⾼
城
係
⻑

く
ら
し
の
ま
る
ご
と
相
談
課
の
協
力
を
得

て
、
架
空
事
例
を
用
い
た
事
例
検
討
、
及
び

家
庭
内
に
複
雑
な
課
題
が
あ
る
事
例
を
用
い

て
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
行
う
。

特
定
非
営
利
法
人

地
域
さ
ぽ
ー
と
研
究
所
理
事

下
川
和
洋
氏

東
京
都
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ

ン
タ
ー

岩
﨑
京
子
氏

7/
24
（
水
）

13
：
30
〜
15
：
30

第
四
回

「
医
療
的
ケ
ア
児
支
援

セ
ン
タ
ー
の
活
動
・
医

療
的
ケ
ア
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
」

講
義
を
通
し
て
、
医
ケ
ア
児
者
の
相
談
に

対
す
る
サ
ポ
ー
ト
体
制
な
ど
に
つ
い
て
学

ぶ
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
医
ケ

ア
児
者
の
相
談
援
助
の
支
援
の
見
立
て
と

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
学
ぶ
。

40
名

43
名

講
義
「
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
の

活
動
・
医
療
的
ケ
ア
児
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

に
つ
い
て
」

医
療
的
ケ
ア
児
の
架
空
事
例
を
用
い
た
事
例

検
討

相
談
支
援
の
対
象
だ
け
で
な
く
、
家
庭
・

家
族
の
問
題
に
直
面
し
た
際
の
考
え
方
や

ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
事
例
を
通
し
て

学
ぶ
。

48
名

第
五
回

「
障
害
福
祉
の
現
状
と

今
後
の
展
望
に
つ
い
て

〜
相
談
支
援
の
役
割
と

葛
飾
区
の
現
状
」

9/
5（

木
）

13
：
30
〜
15
：
30

日
本
福
祉
大
学
福
祉
経
営
学
部

教
授

綿
 
祐
二
氏

講
義
「
障
害
福
祉
の
現
状
と
今
後
の
展
望

に
つ
い
て
〜
相
談
支
援
の
役
割
と
葛
飾
区
の

現
状
」

葛
飾
区
障
害
者
施
策
推
進
計
画
策
定
委
員

会
の
委
員
⻑
で
も
あ
る
綿
先
⽣
に
、
東
京

都
、
葛
飾
区
の
障
害
福
祉
の
現
状
か
ら
今

後
の
展
望
、
相
談
支
援
員
の
担
う
べ
き
役

割
に
つ
い
て
学
ぶ
。

別
紙
３
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33
名

医
療
的
ケ
ア
を
行
う
方
の
ご
家
族
か
ら
直

接
話
を
聞
く
こ
と
で
、
医
療
的
ケ
ア
児
者
へ
の

理
解
を
深
め
、
障
害
を
抱
え
な
が
ら
自
分
ら
し

く
⽣
活
し
て
い
く
た
め
に
、
相
談
支
援
専
門
員

と
し
て
ど
う
関
わ
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
に
つ

い
て
考
え
る
機
会
と
す
る
。

前
半
：
葛
飾
区
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
を

守
る
会
様
よ
り
い
た
だ
い
た
事
例
に
つ
い
て

講
師
と
ご
家
族
と
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う

後
半
:グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

日
頃
の
業
務
の
中
で
、
医
療
的
ケ
ア
児
者
の
相

談
に
携
わ
っ
て
い
る
方
も
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
の

な
い
方
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
意
見
を
出
し

合
い
な
が
ら
医
療
的
ケ
ア
児
者
の
⽣
活
に
必
要

な
視
点
を
考
え
る
機
会
と
す
る
。

24
名

特
定
非
営
利
法
人

地
域
さ
ぽ
ー
と
研
究
所
理
事

下
川
和
洋
氏

11
/2
8（

木
）

13
：
30
〜
15
：
30

第
8回

相
談
支
援
専
門
員

研
修
（
予
定
）

12
/1
8（

水
）

13
：
30
〜
15
：
30

前
半
：
講
話
「
重
症
心
身
障
害
者
の
地
域
⽣

活
支
援
〜
み
ん
な
と
⽣
き
て
い
く
」

後
半
：
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
「
医
療
的
ケ
ア
児

者
の
⽣
活
に
つ
い
て
の
事
例
検
討
」

第
7回

「
葛
飾
区
内
の
医
療
的

ケ
ア
児
者
の
事
例
報

告
」

第
6回

「
医
療
的
ケ
ア
に
関
す

る
事
例
検
討
」

10
/2
4（

木
）

13
：
30
〜
15
：
30

特
定
非
営
利
法
人

地
域
さ
ぽ
ー
と
研
究
所
理
事

下
川
和
洋
氏

第
10
回

医
療
連
携
研
修

（
予
定
）

2/
26
（
水
）

13
：
30
〜
15
：
30

特
定
非
営
利
法
人

地
域
さ
ぽ
ー
と
研
究
所
理
事

下
川
和
洋
氏

ー

第
9回

相
談
支
援
専
門
員

研
修
（
予
定
）

1/
21
（
火
）

13
：
30
〜
15
：
30

ー ー
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団体種別 区職員・障害者関係団体等

肢体不自由障害者団体 高障会

聴覚障害者団体  飾区聴力障害者協会

内部障害者団体  飾区地域腎友会

難病患者団体  飾パーキンソン病友の会　げんき会

知的障害者団体  飾区手をつなぐ親の会

肢体不自由者団体  飾区肢体不自由児者父母の会

高次脳機能障害者団体 高次脳機能障害者　家族会　かつしか

特別支援学校PTA 東京都立水元特別支援学校PTA

　福祉部障害福祉課長

　健康部保健予防課長

　総務部人権推進課長

　福祉部障害福祉課相談係長

　　〃　障害福祉課援護係長

健康部保健予防課保健予防係長

　　〃　保健予防課保健予防担当係長

　差別解消部会 部会員名簿

障害者関係団体を
代表する者（８名）

区職員(7名)
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身体・知的障害者相談支援部会設置要領 

平成26年４月６日 

                              2 6  福 障 第 2 7 号 

                              福 祉 部 長 決 裁 

                              

（設置） 

第１条  飾区障害者施策推進協議会設置要綱(平成19年3月30日付18 福障第931号区長

決裁。以下「要綱」という。)第７条の規定に基づき、身体・知的障害者相談支援部会

（以下「部会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 部会は、要綱第２条第１項第２号及び第３号に係る次の事項を所掌する。 

（1）計画相談支援及び障害児相談支援（以下「相談支援」という。）に関すること。 

(2) 指定相談支援事業所との連絡・調整に関すること。 

(3) 困難事例の相談支援に関すること。 

(4) その他相談支援を実施する上で必要な事項 

（構成） 

第３条 部会は、別表に掲げる者（以下「部会員」という。）をもって構成する。 

（会長等） 

第４条 部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は、障害福祉課長とする。 

３ 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。 

４ 副部会長は、障害者施設課長とする。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（招集） 

第５条 部会は、部会長が招集する。 

２ 部会長は、会議の内容に応じて、部会員の中から必要な者に限定して招集することが

できる。 

（部会員以外の者の出席等） 

第６条 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、意見

を聴き、又は部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

（分科会） 

第７条 部会長は、第２条の所掌事項のうち、専門的な事項を協議するために分科会を設

置することができる。 
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（報告） 

第８条 部会長は、 飾区障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）会長に対し、

部会における作業等の内容を報告するとともに、協議会において部会の実績を報告する。 

（庶務） 

第９条 部会の庶務は、障害福祉課相談係が行う。            

（委任） 

第10条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項及び分科会の運営に

関し必要な事項は、部会長が別に定める。 

 

付 則 

この要領は、平成26年４月６日から施行する。 

   付 則 

 この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は、平成29年４月11日から施行する。 

付 則 

 この要領は、平成30年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和５年10月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和６年７月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

 福祉部障害福祉課長 部会長 

福祉部障害者施設課長 副部会長 

福祉部障害福祉課援護係長  

〃 障害福祉課相談係長  

福祉部障害者施設課地域活動支援係長  

健康部保健予防課長  

 〃 保健予防課保健予防係長  

児童相談部子ども家庭支援課長  

〃   子ども家庭支援課発達相談係長  

区内指定特定相談支援事業所代表者  

区内指定障害児相談支援事業所代表者  

-11-


